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＜交通安全の取組み＞ 

平成 24 年４月に、自転車に乗る際の心構えを示した「世田谷区民自転車利用憲章」
※6を制定し、自転車利用のルールとマナーをわかりやすくまとめた「自転車安全利用

五則」とともに、啓発リーフレットの配布等により普及浸透を図っています。 

区立小中学校全校で、毎年度、１年生で歩き方教室、３年生で自転車教室等、交通

安全教室を実施しています。また、区立中学校全校で、在校中に必ず体験できるよう、

３年に１度の頻度で交通事故再現型交通安全教室を実施しています。 

地域ではイベントの機会を活用した交通事故再現型交通安全教室の実施、警察署や

交通安全協会と連携した高齢者向け交通安全講習の開催を行っています。 

警察署、交通安全協会、小学校ＰＴＡ等との協働により、小・中学校や地域で交通

安全教室を開催し、自転車安全利用啓発を進めています。 

 

図 26 世田谷区民自転車利用憲章/自転車安全利用五則リーフレット 

 

  
交通事故再現型交通安全教室 保護者対象の出前型自転車安全講習 

 

図 27 交通安全教室の様子  

 

 
※6 「世田谷区民自転車利用憲章」：制定当時、自転車に限った自治体の憲章の制定は珍しく、ルール遵守とマナー向上を呼び掛けた

憲章制定は 23 区初の試みと報じられた。 
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＜20歳代～40歳代への啓発の強化＞ 

自転車事故の多い 20歳代～40歳代に対し、区内事業者、区内大学、子育て家庭への

対応を中心に、情報提供の場や機会の開拓をはじめ重点的に啓発を進めています。 
 

・区内事業者への取組み 

従業者への自転車安全講習の実施等、自転車を通勤・事業に使用する事業者の

責務について、事業者連絡会での呼びかけ等、区内事業者への啓発を進めていま

す。 

・区内大学への取組み 

新入生オリエンテーションにおける自転車安全利用啓発等を区内各大学 12 大

学（14学部）に呼びかけ、そのすべてで取組みを進めています。 

 

 

 

図 28 大学生向け啓発リーフレット（校章・校名ロゴ入り）  
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・子育て家庭への取組み 

「歩道でスピードを出す子どもを乗せた自転車が怖い」との地域の声が多く寄

せられている状況を踏まえ、同乗する子どもの安全を守るため、保育園、幼稚園、

おでかけひろば等の子どもの施設を通じて、様々な機会をとらえて体験型講習や、

冊子の配布等を通じて自転車安全利用啓発を進めています。 

 

   

図 29 おでかけひろば主催で区が実施した体験講習「初めての子育て自転車」の様子 
注）初めての子育て自転車：チャイルドシートに子どもの体重分のおもり（約 10kg）を乗せ、押し歩き、試乗等を

行い、利用の注意点、車体コントロールのコツ等を、体験を通じて学ぶもの 

 

   

図 30 子育て自転車用ガイドブック『子育て自転車の選び方＆乗り方』 
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＜自転車安全利用推進員の育成・支援＞ 

区民が自主的に自転車安全利用啓発に取組む「自転車安全利用推進員」の育成・支

援を図り、区民の身近なところで啓発を進めています。 

自分たちで率先して守り広めるため、地域主体で「ローカル・ルール」を定め、普

及啓発する「たまチャリルール」に加え、踏切待ちの自転車や、毎朝駅に向かう通勤・

通学自転車の流れに自転車安全利用を何度も繰り返し呼びかけるユニークなキャンペ

ーンも、自転車安全利用推進員の活動から生まれました。 

今後は、交通事故データの活用等により、さらに地域にわかりやすく働きかけるこ

とが必要です。 
 

 
図 31 たまチャリルール 

 

 

 
 

 

図 32 自転車安全利用を呼びかけるキャンペーン  


